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食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について 

（インドネシア及びイタリア産食品のアフラトキシン） 

 

標記については、令和７年３月 28 日付け健生食輸発 0328 第１号（最終改正：

令和８年２月 13 日付け健生食輸発 0213 第１号）により通知したところである。 

今般、輸入時の検査命令の結果、PT.INDRAMUKTI SEGARA FOOD PRODUCTの製

造した赤とうがらし及び落花生を含むインドネシア産食品からアフラトキシン

が検出されたことから、別途指示する製造業者として同通知の別添２の１の別

表４に同社を追加する。 

また、BARATTI & MILANO S.R.L.で製造されたイタリア産ピスタチオナッツ又

はヘーゼルナッツを含む食品のアフラトキシンについて、食品衛生法第23条に

基づく輸入食品監視指導計画の検査命令の解除要件を満たすことから、同通知

の別添１を下記のとおり改正するとともに、別途指示する製造業者として同通

知の別添２の１の別表４から同社を削除するので、御了知の上、関係事業者等へ

の周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

別添１のイタリアの項中、 
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総アフラトキ

シン（アフラ

トキシンB1、

B2、G1及びG2の

総和） 

別表2に

よ る こ

と。 
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